
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
三
月
十
日
提
出

質
問
第
一
四
一
号

外
務
人
事
審
議
会
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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外
務
人
事
審
議
会
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

標
記
案
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
成
十
八
年
二
月
二
十
二
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
三
月
三
日
に
答
弁

書
を
受
領
し
た
。
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
更
に
追
加
質
問
す
る
。

一

外
務
省
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
十
七
時
か
ら
十
八
時
二
十
五
分
ま
で
、
外
務
省
北
庁

舎
幹
部
会
室
で
行
わ
れ
た
第
四
百
三
十
七
回
外
務
人
事
審
議
会
に
は
、
高
垣
佑
委
員
（
会
長
）
、
有
馬
真
喜
子
委
員
、
武
政

和
夫
委
員
、
下
村
満
子
委
員
、
林
貞
行
委
員
、
塩
尻
幹
事
（
官
房
長
）
、
片
上
副
幹
事
（
人
事
課
長
）
、
能
化
副
幹
事
（
在

外
公
館
課
長
）
、
伊
藤
中
東
ア
フ
リ
カ
局
参
事
官
（
報
告
者
）
が
出
席
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
記
録
係
等
の
外
務
省
職

員
が
審
議
会
に
同
席
し
て
い
る
か
。

二

第
四
百
三
十
七
回
外
務
人
事
審
議
会
の
議
事
録
は
作
成
さ
れ
た
か
。

三

外
務
省
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
第
四
百
三
十
七
回
外
務
人
事
審
議
会
議
事
概
要
（
在
勤
手
当
関
連
部
分
）
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
（
以
下
、
「
議
事
概
要
」
と
い
う
）
。
「
議
事
概
要
」
の
中
に
「
『
在
勤
基
本
手
当
の
水
準
回
復
を
図
る
』
と
い
う
そ

も
そ
も
論
と
、
主
要
国
や
企
業
と
の
比
較
と
の
関
係
に
つ
き
、
考
え
方
を
整
理
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
個
人
的
に

は
比
較
の
結
果
、
三
、
四
割
削
減
さ
れ
た
水
準
を
回
復
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
た
。
」
と
の
発
言
要
旨
が
記
さ
れ

一



て
い
る
が
、
こ
の
発
言
を
行
っ
た
委
員
の
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
議
事
概
要
」
の
中
に
「
主
要
国
、
民
間
企
業
と
比
較
し
た
時
に
在
勤
手
当
は
二
〜
三
割
低
い
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
っ
た

の
で
、
そ
れ
を
元
に
戻
せ
ば
大
体
前
の
水
準
に
戻
る
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
た
」
と
副
幹
事
の
発
言
も
し
く
は
補
足
説
明
が
記

さ
れ
て
い
る
が
、
右
副
幹
事
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
外
務
省
は
、
在
勤
手
当
が
主
要
国
、
民
間
企
業
と
比
較

し
た
時
に
二
〜
三
割
低
い
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
っ
た
と
す
る
具
体
的
根
拠
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

五

「
議
事
概
要
」
の
中
に
「
我
々
は
何
回
も
議
論
し
て
い
る
か
ら
分
か
っ
て
き
て
い
る
が
、
一
般
の
人
は
実
情
を
よ
く
知
ら

な
い
。
最
近
色
々
な
人
に
（
在
勤
手
当
に
つ
い
て
）
話
を
す
る
と
、
こ
ん
な
に
削
減
さ
れ
た
の
か
と
皆
び
っ
く
り
す
る
。
」

と
の
発
言
要
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
発
言
を
行
っ
た
委
員
の
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

「
議
事
概
要
」
の
中
に
「
テ
レ
ビ
な
ど
を
見
て
い
る
人
は
皆
外
務
省
は
ひ
ど
い
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
う

い
う
時
こ
そ
、
萎
縮
す
る
こ
と
な
く
堂
々
と
言
う
べ
き
だ
。
」
と
の
発
言
要
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
発
言
を
行
っ
た

委
員
の
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

「
議
事
概
要
」
の
中
に
「
在
勤
手
当
に
関
し
、
あ
た
か
も
非
常
に
高
い
か
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
外
務
人
事
審
議

会
で
は
低
す
ぎ
る
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
、
実
際
に
は
（
ニ
ー
ズ
と
の
間
に
）
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
す
ぎ
る
。
」
と
の
発
言
要

二



旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
発
言
を
行
っ
た
委
員
の
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

「
議
事
概
要
」
の
中
に
「
答
弁
書
の
三．

に
『
主
要
国
の
外
交
官
及
び
日
本
企
業
の
駐
在
員
の
給
与
や
手
当
と
比
べ
て
、

必
ず
し
も
高
額
で
あ
る
こ
と
は
な
い
』
と
書
い
て
あ
る
が
、
高
い
け
れ
ど
非
常
に
高
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
印
象
を
与
え

る
。
低
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
記
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
発
言
要
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
発
言
を
行
っ
た
委
員
の

氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

「
議
事
概
要
」
の
中
に
「
必
ず
し
も
低
く
な
い
の
に
、
こ
ん
な
勧
告
を
出
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
我
々

は
外
務
省
と
利
害
関
係
は
な
い
の
で
、
客
観
的
に
も
の
を
言
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
。
」
と
の
発
言
要
旨
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
発
言
を
行
っ
た
委
員
の
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
外
務
省
か
ら
金
銭
に
よ
る
手
当
を
受
け
て
い
る
委
員
が

「
外
務
省
と
利
害
関
係
は
な
い
」
と
主
張
す
る
こ
と
は
妥
当
か
。

十

「
議
事
概
要
」
の
中
に
「
不
遜
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
が
、
外
務
省
に
は
言
う
べ
き
事
は
言
っ
て
頂
き
た
い
。
」
と
の
発

言
要
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
発
言
を
行
っ
た
委
員
の
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
こ
の
委
員
が
主
張
す
る
と
こ
ろ

の
外
務
省
が
「
言
う
べ
き
事
」
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
。

十
一

第
四
百
三
十
七
回
外
務
人
事
審
議
会
に
お
い
て
、
蓮
舫
参
議
院
議
員
か
ら
の
質
問
主
意
書
に
つ
き
、
外
務
省
職
員
が
説

三



明
し
た
後
、
「
議
事
概
要
」
に
よ
れ
ば
、
委
員
が
「
こ
の
主
意
書
は
、
鈴
木
議
員
の
も
の
と
同
じ
か
。
」
と
い
う
質
問
を

し
、
副
幹
事
が
「
共
通
点
が
多
い
。
」
と
答
え
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
い
う
鈴
木
議
員
と
は
鈴
木
宗
男
衆

議
院
議
員
の
こ
と
か
。
こ
れ
に
対
し
て
「
共
通
点
が
多
い
」
と
答
え
た
副
幹
事
は
、
片
上
人
事
課
長
か
、
能
化
在
外
公
館
課

長
か
。
蓮
舫
参
議
院
議
員
と
鈴
木
議
員
の
質
問
主
意
書
に
「
共
通
点
が
多
い
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い

て
述
べ
て
い
る
の
か
。

十
二

第
四
百
三
十
七
回
外
務
人
事
審
議
会
に
お
い
て
、
在
ロ
シ
ア
連
邦
大
使
館
、
在
中
華
人
民
共
和
国
大
使
館
、
在
パ
プ
ア

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
独
立
国
大
使
館
に
お
け
る
住
居
手
当
に
関
す
る
言
及
が
あ
っ
た
か
。

十
三

在
勤
手
当
に
つ
い
て
、
外
務
人
事
審
議
会
で
は
外
務
省
の
事
務
当
局
が
提
供
す
る
以
外
に
独
自
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
て

い
る
か
。

十
四

国
民
の
知
る
権
利
と
の
関
係
に
お
い
て
、
外
務
人
事
審
議
会
の
内
容
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け
情
報
が
公
開
さ
れ
る
べ

き
と
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

四


